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◎平成22年度の納税通知書の発送日 固定資産税・都市計画税と課税資産明細書は4月1日、軽自動車税
は5月6日、市民税・県民税（普通徴収）は6月1・11日、国民健康保険税は7月6日に発送を予定していま
す。市民税・県民税（給与所得等にかかる特別徴収）の課税明細書は5月中旬に各勤務先あてに発送を予
定しています。手元に届くのが遅れているときは、早めにお問い合わせください。

本
文
中
に
費
用
な
ど
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
無
料
。

＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

＝
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

住
宅
ロ
ー
ン
に
関
す
る
市
民

税
・
県
民
税
の
税
額
控
除
の

申
告
書
は
、
今
年
か
ら
市
に
提
出

し
な
く
て
も
い
い
の
？

住
宅
ロ
ー
ン
を
組
み
、
平
成

11
〜
18
年
、
ま
た
は
平
成

21
年
に
住
宅
を
取
得
・
入
居
し

た
人
の
う
ち
、
所
得
税
か
ら
控
除

で
き
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

が
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人
は
、
翌

年
度
の
市
民
税
・
県
民
税
の
所
得

割
額
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

昨
年
ま
で
は
、
平
成
18
年
ま

で
に
入
居
し
た
人
が
控
除
を
受
け

る
た
め
に
、
「
市
民
税
・
県
民
税

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申

告
書
」
を
市
に
提
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
が
、
平
成
22
年
度

か
ら
、
こ
の
申
告
書
の
提
出
は
、

原
則
と
し
て
不
要
と
な
り
ま
す
。

給
与
収
入
の
み
の
人
は
、
勤
務

先
か
ら
市
に
提
出
さ
れ
る
「
給
与

支
払
報
告
書
」
に
、
控
除
に
関
す

る
事
項
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
「
確
定
申
告
書
」
を
提
出
す

る
人
は
、
申
告
書
に
添
付
す
る
明

細
書
に
よ
り
、
控
除
に
必
要
な
事

項
が
確
認
で
き
る
た
め
、
提
出
が

不
要
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
市
民
税
・
県
民
税
の
取
り

扱
い
は
、
平
成
21
年
に
入
居
し

た
人
も
同
じ
で
す
が
、
所
得
税
に

つ
い
て
は
初
年
度
と
な
り
ま
す
の

で
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

私
は
年
金
を
受
給
し
て
い

て
、
所
得
税
は
源
泉
徴
収
さ

れ
て
い
な
い
の
に
、
市
民
税
・
県

民
税
は
課
税
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど

う
し
て
？
申
告
は
必
要
な
の
？

年
金
受
給
者
の
う
ち
、
所

得
税
が
非
課
税
で
源
泉
徴

収
さ
れ
て
い
な
い
人
（
65
歳
未

満
で
年
金
額
が
108
万
円
以
下
の

人
、
65
歳
以
上
で
年
金
額
が
158

万
円
以
下
の
人
）
で
あ
っ
て
も
、

市
民
税
・
県
民
税
は
所
得
税
に
比

べ
て
基
礎
控
除
が
５
万
円
少
な
い

な
ど
の
理
由
か
ら
、
市
民
税
・
県

民
税
の
課
税
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
こ
の
た
め
、
日
本
年
金
機
構

へ
「
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
扶

養
親
族
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て

い
な
い
人
に
つ
い
て
は
、
申
告
を

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

市
民
税
・
県
民
税
が
軽
減
さ
れ
た

り
、
非
課
税
と
な
っ
た
り
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
次
の
①
・
②
に

該
当
す
る
人
は
市
民
税
・
県
民
税

の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
①

「
控
除
対
象
配
偶
者
」
や
「
扶
養

親
族
」
が
い
て
扶
養
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
人
②
本
人
が
「
障
が

い
者
」
や
「
寡
婦
・
寡
夫
」
に
該
当

す
る
人
。
①
・
②
の
ほ
か
に
も
申

告
に
よ
り
、
医
療
費
や
社
会
保
険

料
を
控
除
す
る
こ
と
で
、
市
民

税
・
県
民
税
が
軽
減
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

わ
た
し
は
給
与
所
得
者
で
、

こ
の
３
月
に
退
職
予
定
で

す
。
平
成
21
年
度
の
市
民
税
・

県
民
税
は
３
月
分
の
給
与
か
ら
一

括
徴
収
さ
れ
る
の
で
、
勤
め
て
い

た
分
の
市
民
税
・
県
民
税
は
こ
れ

で
終
わ
り
で
し
ょ
う
か
？

市
民
税
・
県
民
税
は
、
前

年
の
所
得
を
対
象
に
し
て

課
税
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
３
月

退
職
時
に
一
括
し
て
納
め
て
い
た

だ
い
た
市
民
税
・
県
民
税
は
平
成

20
年
中
の
所
得
に
対
し
て
平
成

21
年
度
に
課
税
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
退
職
に
よ
り
給
与
か
ら
の

引
き
落
と
し
（
６
月
か
ら
翌
年
５

月
ま
で
の
12
回
）
が
で
き
な
く

な
る
た
め
、
残
り
の
３
・
４
・
５

月
分
を
一
括
し
て
納
め
て
い
た
だ

い
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
平
成

21
年
中
の
給
与
所
得
に
対
し
て

は
、
平
成
22
年
度
の
市
民
税
・

県
民
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、

６
月
に
送
付
す
る
納
付
書
で
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
納
期
は
年

４
回
）
。
な
お
、
退
職
金
に
関
す

る
市
民
税
・
県
民
税
は
、
原
則
と

し
て
支
払
時
に
ほ
か
の
所
得
と
は

分
離
し
て
徴
収
さ
れ
、
支
払
者
が

市
に
納
付
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て

い
ま
す
。

原
付
バ
イ
ク
を
Ａ
さ
ん
に

譲
っ
た
が
、
税
金
は
ど
う

な
る
の
？

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１

日
現
在
で
所
有
し
て
い
る

人
な
ど
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月

１
日
ま
で
に
市
へ
の
申
告
手
続
き

が
済
ん
で
い
れ
ば
、
平
成
22
年

度
は
Ａ
さ
ん
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

手
続
き
が
４
月
２
日
以
降
に
な
る

と
、
あ
な
た
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

原
付
バ
イ
ク
を
人
に
譲
る
と
き

や
、
市
外
に
引
っ
越
し
を
す
る
場

合
に
は
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

原
付
バ
イ
ク
の
廃
車
手
続

き
を
し
た
い
け
れ
ど
、
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
紛
失
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
？

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
返

納
で
き
な
い
場
合
は
、
弁

市
民
税
・
県
民
税

軽
自
動
車
税

QA

Q

A

QA

QQ AA

Ｑ＆Ａ�
質問 と 答え�

市
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
豊
か
で
安
定
し
た
暮
ら
し

が
で
き
る
よ
う
、
学
校
や
道
路
な
ど
の
建
設
、
福
祉
の

充
実
、
教
育
や
産
業
の
振
興
な
ど
、
幅
広
い
活
動
を
し

て
い
ま
す
。

税
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
行
う
た
め
の
大
切
な
財
源

で
す
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
、
税
の
仕
組
み
は
「
難

し
い
」「
分
か
り
に
く
い
」
と
い
っ
た
意
見
を
い
た
だ

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
市
税
に
関
し
て
よ
く
あ
る
質
問
と

そ
の
答
え
を
項
目
ご
と
に
紹
介
し
ま
す
。
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◎この特集についての問い合わせは、税制課1(632)2185、納税課1(632)2192、市民税課1(632)2218、
資産税課1(632)2243、保険年金課1(632)2320へ。いずれも各課の代表電話ですので、ご質問の内容に
よっては担当グループへおつなぎする場合があります。

特
集
3

償
金
（
300
円
）
を
支
払
っ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
た
だ
し
、
盗
難
に

よ
る
場
合
は
、
警
察
へ
の
届
出
な

ど
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
弁
償

金
が
免
除
さ
れ
ま
す
の
で
、
窓
口

で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

平
成
22
年
３
月
中
に
、
今

住
ん
で
い
る
土
地
・
家
屋
を

Ｂ
さ
ん
に
売
る
予
定
だ
が
、
平
成

22
年
度
分
の
固
定
資
産
税
は
誰

に
課
税
さ
れ
る
の
？

平
成
22
年
度
分
の
固
定
資

産
税
は
、
あ
な
た
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
固
定
資
産
税
は
、
１
月

１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
の
所
有

者
に
、
１
年
分
を
課
税
す
る
税
金

で
す
。
こ
の
た
め
、
年
の
途
中
で

売
買
し
て
も
、
あ
く
ま
で
賦
課
期

日
現
在
の
所
有
者
に
対
し
、
当
該

年
度
分
の
固
定
資
産
税
を
課
税
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
所

有
者
は
、
原
則
と
し
て
登
記
に
よ

り
決
ま
り
ま
す
か
ら
、
忘
れ
ず
に

法
務
局
で
所
有
権
移
転
登
記
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
18
年
３
月
に
木
造
２

階
建
て
住
宅
を
新
築
し
た

が
、
平
成
22
年
度
分
か
ら
固
定

資
産
税
の
税
額
が
高
く
な
る
の
？

新
築
し
た
家
が
一
定
の
要
件

を
満
た
す
と
き
は
、
居
住
部

分
120
㎡
ま
で
の
税
額
が
、
最
初

の
３
年
間
だ
け
２
分
の
１
に
減
額

さ
れ
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。
あ
な

た
の
場
合
、
平
成
19
〜
21
年
度

分
に
つ
い
て
は
こ
の
特
例
に
該
当

し
、
減
額
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

平
成
22
年
度
分
か
ら
は
、
こ
の

減
額
が
な
く
な
り
ま
す
。
な
お
、

３
階
建
て
以
上
の
耐
火
構
造
住
宅

は
、
最
初
の
５
年
間
減
額
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
長
期
優
良
住
宅
の
場

合
は
減
額
適
用
期
間
が
、
そ
れ
ぞ

れ
２
年
延
長
さ
れ
、
一
般
住
宅
で

５
年
、
耐
火
構
造
住
宅
で
７
年
と

な
り
ま
す
。

宇
都
宮
市
に
住
ん
で
い
る

が
、
Ｃ
市
に
土
地
や
家
屋

を
所
有
し
て
い
る
の
で
Ｃ
市
か
ら

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
が
送

ら
れ
て
く
る
。
こ
の
場
合
は
、
Ｃ

市
の
内
容
を
宇
都
宮
市
で
縦
覧
で

き
る
の
？

宇
都
宮
市
の
縦
覧
対
象
者

は
、
宇
都
宮
市
に
所
在
す

る
土
地
や
家
屋
に
対
し
て
固
定
資

産
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
で

す
。
あ
な
た
の
場
合
は
、
宇
都
宮

市
で
課
税
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

宇
都
宮
市
で
は
縦
覧
で
き
ま
せ

ん
。
な
お
、
ほ
か
の
市
町
村
に
お

い
て
固
定
資
産
税
の
納
税
者
で
あ

る
場
合
、
そ
の
土
地
や
家
屋
が
所

在
す
る
市
町
村
で
縦
覧
で
き
ま
す

の
で
、
そ
の
市
町
村
の
担
当
課
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

市
税
は
ど
こ
で
、
ど
う
や

っ
て
納
め
れ
ば
い
い
の
？

口
座
振
替
も
で
き
る
の
？

金
融
機
関
や
各
地
域
自
治

セ
ン
タ
ー
・
地
区
市
民
セ

ン
タ
ー
な
ど
の
窓
口
で
納
付
書
で

納
め
る
方
法
と
、
口
座
振
替
で
納

め
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

市
役
所
２
階
の
納
税
課
で
は
開
庁

日
の
午
後
５
時
〜
７
時
、
バ
ン
バ

出
張
所
で
は
午
前
10
時
〜
午
後

７
時
（
年
末
年
始
を
除
く
）
、
市

税
の
納
付
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

軽
自
動
車
税
に
加
え
て
、
平
成

22
年
度
か
ら
は
、
市
民
税
・
県

民
税
（
普
通
徴
収
）
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
（
土
地
・
家

屋
）、
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）、

国
民
健
康
保
険
税
も
納
期
内
に
限

り
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納

付
で
き
ま
す
（
30
万
円
を
超
え

る
も
の
や
全
期
前
納
な
ど
の
場
合

は
除
く
）。

な
お
、
口
座
振
替
の
申
込
書
は

市
内
の
金
融
機
関
や
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
、
各
地
域
自
治
セ
ン
タ
ー
・
地

区
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
置
い
て

あ
り
ま
す
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
取
り
出
し
可
）
。
ご
希
望
の

場
合
は
、
通
帳
と
届
出
印
、
納
税

通
知
書
を
お
持
ち
の
上
、
金
融
機

関
や
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

平
成
21
年
中
の
収
入
に
関

す
る
申
告
は
済
ん
だ
が
、

そ
の
分
の
市
民
税
・
県
民
税
の
証

明
書
は
い
つ
か
ら
取
れ
る
の
？

今
年
４
月
１
日
現
在
で
65

歳
以
上
の
人
は
、
６
月
11

日
以
降
に
発
行
で
き
る
予
定
で

す
。
65
歳
未
満
で
、
勤
務
先
の

給
与
か
ら
市
民
税
・
県
民
税
の
全

部
が
天
引
き
さ
れ
て
い
る
人
は
、

会
社
に
課
税
明
細
書
が
発
送
さ
れ

る
５
月
中
旬
以
降
か
ら
発
行
で
き

る
予
定
で
す
。
ど
ち
ら
に
も
該
当

し
な
い
人
は
、
６
月
１
日
以
降
と

な
り
ま
す
。

市
税
を
納
期
内
に
納
め
ず

に
い
た
ら
督
促
状
が
送
ら

れ
て
き
た
が
、
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
？

納
期
限
ま
で
に
納
税
し
て

い
な
い
人
に
は
、
督
促
状

を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
一
部
納

税
し
て
い
て
も
、
未
納
が
あ
れ
ば

お
送
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
督
促
状
が
届
い
た
場
合
は
、

は
が
き
の
半
分
が
納
付
書
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
使
用

し
て
速
や
か
に
納
め
て
く
だ
さ

い
。な

お
、
督
促
状
を
お
送
り
し
て

も
納
税
が
な
い
と
き
は
、
差
し
押

さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
事
情
に
よ

り
納
税
す
る
こ
と
が
困
難
な
人

は
、
速
や
か
に
納
税
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税

Q

Q

QAQ

AQ

AQA

A

A

そ
　
の
　
他

各種税証明書（所得・課税証明、

資産証明および納税証明など）の交

付申請の際に、窓口で本人確認がで

きる書類の提示をお願いしています。

これは、重要な個人情報が記載さ

れる税証明書を、第三者が不正に取

得することを防止するためです。

また、税証明書の偽造悪用を防ぐ

ために、税証明書の発行には改ざん

防止用紙を使用しています。

皆さんの理解と協力をお願いしま

す。

■本人確認に使用する書類の例
▽運転免許証▽健康保険証▽うつの

みや市民証▽外国人登録証など。

Á税制課1(632)2187

税証明を申請するときは
本人確認ができる書類の提示を


